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区の取組 

 

対策本部の主な決定事項【危機管理課】 

・新型コロナウイルスの感染状況や国・都における感染対策等を踏まえ、区対策本部会議にお

いて、以下の感染対策等を決定 

開催回 開催日 決定事項 

第 46 回 3 年 1 月 5 日 

・区施設の夜間利用及び区外宿泊施設の新規予約の中止（1 月・

2 月分） 

・既予約分の利用自粛の要請 

第 48 回 3 年 2 月 3 日 
・区施設の夜間利用及び区外宿泊施設の新規予約の中止（延長） 

・既予約分の利用自粛の要請（延長） 

第 51 回 3 年 3 月 5 日 

・「コロナ警戒期間」の設定（3/5～4/30） 

・集団接種会場の開設（開始から半年間程度） 

⑴元気館（4/1～） 

⑵地域センター（4/16～） 

 

医療・保健・予防対策【保健予防課】 

・年末年始の帰省等による接触機会の増加により、感染者が大幅に増大する中、自宅療養者に

対する支援を継続して実施 

 

【相談・疫学調査・療養支援体制】 

実施時期 実施内容 

３年 1 月 25 日 

・都が「自宅療養者フォローアップセンター」の対象を拡大したことに

より、区民が安心して自宅療養できるよう、「自宅療養者フォローアップ

センター」へ自宅療養者の夜間・休日の相談及び健康観察を依頼 

３年 1 月 29 日 

・65 歳以上の高齢者や基礎疾患等により重症化リスクのある新型コロナ

ウイルス感染者等に対し、区からパルスオキシメーター（血中酸素飽和

度測定器）の貸与を開始 
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